
 居宅介護支援（介護予防支援）重要事項説明書 

 令和　６年　９月　１日現在 

 　当事業所の利用をご希望される皆様が、安心してサ－ビスを利用いただけますよう、当 

 事業所の概要、サ－ビスの内容および契約上の留意事項などについて、下記のとおりご説 

 明いたします。 

 1  事業者（法人）の概要 

 事業者（法人）名  合同会社ゼロポイントフィールド 

 所在地  埼玉県行田市大字犬塚５４３番地１ 

 連絡先  ０５０－１７３１－９８４６ 

 代表者名  吉野　智紀 

 2  居宅介護支援事業所の概要 

 事業所の所在地等 

 事業所名  ライフプランニングぜろいち 

 所在地  埼玉県行田市忍１丁目１１番１８号 

 連絡先  ０５０－１７３１－９８４６ 

 事業所番号  １１７３７０１２７５ 

 管理者名  吉野　智紀 

 営業日及び営業時間 

 営業日  火曜日から土曜日 

 営業時間  ８：３０～１７：３０ 

 ※祝際日・年末年始（12/30～1/3）は休み 

 職員体制 

 従業者の職種  人数 

 主任介護支援専門員  常勤　１名（管理者と兼務） 

 介護支援専門員  １名 

 事務職員  ０名 

 サービスを提供する実施地域 

 サービスを提供する実施地域  行田市 

 ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 



 3  事業の目的及び運営の方針 

 事業の目的 

 居宅介護支援（介護予防支援）事業の適正な運営を 

 確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定 

 め、事業所の介護支援専門員が要介護（要支援）状 

 態にある高齢者等に対し、適正な居宅介護支援（介 

 護予防支援）を提供することを目的とします。 

 運営の方針 

 当事業所の介護支援専門員は、  利用者が要介護 

 （要支援）状態となった場合においても、可能な限 

 りその居宅において、その有する能力に応じ自立し 

 た日常生活を営むことができるよう支援します。 

 又、利用者の心身の状況や環境に応じて、利用者の 

 選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉 

 サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう、 

 関係市区町村等とも連携を持ち、利用者の立場に 

 立って、公正中立に行われるよう努めるものとしま 

 す。 

 4  居宅介護支援（介護予防支援）の内容 

 　ケアマネジャーが行う、居宅介護支援（介護予防支援）の具体的な内容等は、以下のと 

 おりです。 

 （1）  居宅介護支援（介護予防支援）の内容 

 アセスメント 
 利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境 

 などを把握し、課題を分析します。 

 サービス調整 
 アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービ 

 ス事業者等へ連絡調整を行います。 

 ケアプラン作成 
 介護サービス等を利用するためのケアプランを作成 

 します。 

 サービス担当者会議 
 介護サービス事業者等が集まり、ケアプランの内容 

 等について話し合います。 

 モニタリング 

 少なくとも月に1回（要支援は３月に１回）、ケアマ 

 ネジャーが利用者の居宅を訪問し、本人の心身の状 

 態やケアプランの利用状況等について確認します。 

 給付管理 

 ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理 

 票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出しま 

 す。 

 要介護認定の申請に係る援助 

 利用者の要介護認定の更新申請や状態変化に伴う区 

 分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利用者 

 が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。 

 介護保険施設等の紹介 

 利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者 

 が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に 

 介護保険施設等に関する情報を提供します。 



 （2）  居宅介護支援（介護予防支援）の業務範囲外の内容 

 　ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービスの調整等を行いますが、下記に示すよ 

 うな内容は業務範囲外となります。これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職 

 等を紹介いたします。 

 居宅介護支援（介護予防支援） 

 の業務範囲外の内容 

 ・救急車への同乗　・送迎支援 

 ・入退院時の手続きや生活用品調達等の支援 

 ・家事の代行業務　・直接の身体介護 

 ・法律的な手続き　・金銭管理 

 ・見学同行（応相談） 

 5  利用料金 

 要介護または要支援の認定を受けた方は、介護保険からの全額給付により自己負担は発生 

 しません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができない場合、1ヶ月につき要介 

 護度に応じた下記の金額をいただき、事業所からサービス提供証明書を発行します。後 

 日、サービス提供証明書を保険者の窓口に提出すると、全額が払い戻されます。 

 （1）  居宅介護支援利用料（地域区分　1単位：１０．４２円） 

 取扱い件数区分 
 料金(単位数) 

 要介護１・２  要介護３～５ 

 居宅介護支援(Ⅰ） 

 ※介護支援専門員1人あたりの利 

 用者45件未満 

 １１,３１６円/月 

 （１,０８６単位） 

 １４,７０２円/月 

 （１,４１１単位） 

 居宅介護支援（Ⅱ） 

 ※介護支援専門員1人あたりの利 

 用者60件未満 

 ５,６６８円/月 

 （５４４単位） 

 ７,３３５円/月 

 （７０４単位） 

 居宅介護支援（Ⅲ） 

 ※介護支援専門員1人あたりの利 

 用者60件以上 

 ３,３９６円/月 

 （３２６単位） 

 ４,３９７円/月 

 （４２２単位） 

 （2）  介護予防支援利用料（地域区分　1単位：１０．４２円） 

 区分  料金(単位数) 

 介護予防支援費（Ⅰ） 

 ※地域包括支援センターからの 

 委託 

 ４，６０５円/月 

 （４４２単位） 

 介護予防支援費（Ⅱ） 

 ※居宅介護支援事業所と直接契 

 約する場合 

 ４，９１８円/月 

 （４７２単位） 

 （3）  加算 

 加算名称  料金（単位数）  算定要件 

 初回加算 
 ３,１２６円/月 

 （３００単位） 

 ・新規に居宅サービス計 

 画を作成する場合 

 ・要介護状態区分が２区 

 分変更された場合 



 入院時情報連携加（Ⅰ） 
 ２,６０５円/月 

 （２５０単位） 

 利用者が入院した日のう 

 ちに、医療機関の職員に 

 対して必要な情報を提供 

 した場合 

 入院時情報連携加算（Ⅱ） 
 ２,０８４円/月 

 （２００単位） 

 利用者が入院した日の翌 

 日又は翌々日に、医療機 

 関の職員に対して必要な 

 情報を提供した場合 

 退院・退所加算 

 ※カンファレンス参加無 

 連携 

 1回 

 ４,６８９円/回 

 （４５０単位） 

 医療機関や介護保険施設 

 等を退院・退所し、居宅 

 サービスを利用する場合 

 において、退院・退所に 

 あたって医療機関等の職 

 員と面談を行い、利用者 

 に関する必要な情報を得 

 たうえでケアプランを作 

 成し、居宅サービス等の 

 利用に関する調整を行っ 

 た場合 

 連携 

 2回 

 ６,２５２円/回 

 （６００単位） 

 緊急時等居宅カンファレンス加 

 算 

 ２,０８４円/回 

 （２００単位） 

 病院又は診療所の求めに 

 より、職員とともに利用 

 者宅を訪問し、カンファ 

 レンスを行い居宅サービ 

 スの調整を行った場合 

 通院時情報連携加算 
 ５２１円/回 

 （５０単位） 

 利用者が医療機関（歯科 

 含む）で診察を受ける際 

 に同席し、医師等と情報 

 連携を行い、ケアマネジ 

 メントを行った場合 

 ターミナルケアマネジメント加 

 算 

 ４,１６８円/月 

 （４００単位） 

 ① ２４時間連絡がとれ 

 る体制を確保し、かつ、 

 必要に応じて、指定居宅 

 介護支援を行うことがで 

 きる体制を整備 

 ② 利用者又はその家族 

 の同意を得た上で、死亡 

 日及び死亡日前１４日以 

 内に２日以上在宅を訪問 

 し、主治の医師等の助言 

 を得つつ、利用者の状態 

 やサービス変更の必要性 

 等の把握、利用者への支 

 援を行うこと 

 ③訪問により把握した利 

 用者の心身の状況等の情 

 報を記録し、主治の医師 

 等及びケアプランに位置 

 付けた居宅サービス事業 

 者へ提供 



 特定事業所加算（Ⅰ） 
 ５,４０７円/月 

 （５１９単位） 

 質の高いケアマネジメン 

 トを実施している事業所 

 を積極的に評価する観点 

 から、人材の確保やサー 

 ビス提供に関する定期的 

 な会議を実施しているな 

 ど、当事業者が厚生労働 

 大臣の定める基準に適合 

 する場合（1 ヶ月につ 

 き） 

 特定事業所加算（Ⅱ） 
 ４,３８６円/月 

 （４２１単位） 

 特定事業所加算（Ⅲ） 
 ３,３６５円/月 

 （３２３単位） 

 特定事業所加算（A） 
 １,１８７円/月 

 （１１４単位） 

 （4）  減算 

 減算名称  料金（単位数）  算定要件 

 特定事業所集中減算 
 所定単位数の５０％で 

 算定 

 正当な利用なく特定の事 

 業所に８０％以上集中し 

 た場合（指定訪問介護・ 

 指定通所介護・指定地域 

 密着型通所介護・指定福 

 祉用具貸与） 

 運営基準減算 
 1月につき２００単位を 

 減算 

 運営基準に沿った、適切 

 な居宅介護支援が提供で 

 きていない場合 

 業務継続計画未実施減算 
 所定単位数の１/１００ 

 に相当する単位数 

 感染症・非常災害時の業 

 務継続計画を策定してい 

 ない場合 

 高齢者虐待防止措置未実施減算 
 所定単位数の１/１００ 

 に相当する単位数 

 虐待発生防止の為の措置 

 が講じられていない場合 

 （5）  その他 

 交通費 

 サービスを提供する実施地域にお住まいの方は無料 

 です。それ以外の地域の方は、ケアマネジャーがお 

 訪ねするための交通費の実費が必要です。 

 解約料  解約料は一切かかりません。 

 6  相談・苦情の窓口 

 居宅介護支援（介護予防支援）に関する相談、苦情等は下記窓口までご連絡ください。 

 （1）  事業所の相談窓口 

 相談・苦情の担当者  吉野　智紀 

 連絡先  ０５０－１７３１－９８４６ 

 （2）  その他の相談窓口 

 行田市高齢者福祉課  ０４８－５５６－１１１１ 

 埼玉県国民健康保険団体連合会  ０４８－８２４－２５６８ 



 7  秘密保持 

 事業者が得た利用者やその家族の個人情報は、介護サービスの提供以外の目的では原則 

 として使用しません。サービス担当者会議などで利用者やその家族の個人情報を使用する 

 場合は、利用者およびその家族の同意を事前に文書で得ることとします。 

 8  事故発生時の対応 

 利用者に対する指定居宅介護支援（介護予防支援）の提供により事故が発生した場合 

 は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用 

 者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を 

 速やかに行います。 

 9　医療との連携 

 居宅介護支援（介護予防支援）事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよ 

 う、利用者が入院した場合には、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機 

 関にお伝えください(お渡しした名刺等をご提示ください)。 

 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング 

 等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主 

 治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

 10　公正中立なケアマネジメントの確保 

 複数事業所の説明等 

 利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事 

 業所等について、複数の事業所の紹介や、その選定 

 理由について事業者に求めることができます。 

 前６カ月間のケアプランにおけ 

 る訪問介護等の利用割合 

 前６ヶ月間に作成したケアプランにおける「訪問介 

 護」「通所介護」「地域密着通所介護」「福祉用具 

 貸与」の利用割合等を別途資料にて説明します。 

 11　虐待防止のための措置 

 高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよ 

 う、虐待防止に関する下記の措置を講じます。 

 （1）  虐待防止委員会の開催 

 （2）  高齢者虐待防止のための指針の整備 

 （3）  虐待防止研修の実施 

 （4）  専任担当者の配置 

 虐待防止に関する担当者  吉野　智紀 

 　 

 12　身体的拘束等の適正化 

 　  利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

 身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その対応及び 

 時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 13　業務継続計画（BCP） 

 　感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定 

 し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 



 14　業務効率化のためのICT活用 

 　  当事業所では、業務の効率化および迅速な対応を目的として、以下のICT機器およびソ 

 フトウェアを業務において積極的に活用しています。 

 (1)　チャットツールの活用 

 　  業務連絡や情報共有を迅速に行うため、LINEやGoogle Chat、MCS等のチャットツールを 

 使用します。リアルタイムでのコミュニケーションが可能となり、効率的な情報伝達が実 

 現します。 

 (2)　スマートフォン等による書類のスキャン 

 　  必要に応じて、書類や資料をスマートフォン等を用いてスキャンし、デジタルデータと 

 して保存および共有を行います。書類のペーパーレス化を推進し、データの即時アクセス 

 が可能となります。 

 (3)　PCやタブレットを使用したWEB会議 

 　  利用者、家族、医療機関、関係機関との打ち合わせや連絡を円滑に行うため、PCやタブ 

 レットを使用してWEB会議（Google MeetやZoom等）を実施することがあります。移動時間 

 の削減や迅速な意思決定を行うことができます。 

 (4)　録音機器の使用 

 　  必要に応じて、重要な会議やヒアリング時に録音機器を使用し、正確な記録を保持しま 

 す。これは、後の確認作業や記録の正確性を確保するための措置です。 

 (5)　AIの活用 

 　  文書作成支援やデータ分析などの業務において、人工知能（AI）を活用し、効率的な情 

 報処理および業務の最適化を図ります。AIツールを用いることで、データ入力やレポート 

 作成の時間を短縮します。 

 (6)　その他のICT機器の使用 

 　  これらに加えて、業務の効率化および情報の共有を目的とし、最新のICT機器やソフト 

 ウェアを適宜導入して参ります。具体的には、クラウドサービスを利用した情報管理、電 

 子カルテシステムの活用、リモートデスクトップソリューションによる遠隔操作などが含 

 まれます。これにより、業務の柔軟性と迅速な対応を可能にします。 

 (7)　個人情報の取扱についての注意点 

 　ICT機器を使用する際、個人情報の保護に十分配慮します。データは暗号化され、適切 

 なアクセス制限を設け、第三者への漏洩や不正アクセスを防止します。また、法令に基づ 

 いた管理を徹底します。 



 重要事項説明　別紙 

 　 

 ライフプランニングぜろいちで作成するケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通 

 所介護、福祉用具貸与の利用状況は以下のとおりです。 

 ⦁前６か月間（２０２４年３月〜２０２４年８月）に作成したケアプランにおける、訪問介 

 護、通所介護、地域密着型通所介護、 福祉用具貸与の各サービスの利用割合。 

 訪問介護  １４．９％ 

 通所介護及び地域密着型通所介護  ４６．２％ 

 福祉用具貸与  ５２．４％ 

 ⦁前６か月間（２０２３年９月〜２０２４年２月）に作成したケアプランにおける、訪問介 

 護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者に 

 よって提供されたものの割合。 

 訪問介護 

 フルークホームケアサービス  ４１．１％ 

 けあビジョン行田  ３２．３％ 

 株式会社 あさひケアサービス  １４．７％ 

 通所介護 

 地域密着型 

 通所介護 

 緑風苑デイサービスセンター うららか  ２０．０％ 

 行田ケアセンターそよ風  １９．０％ 

 デイサロン さきたま  １８．１％ 

 福祉用具 

 貸与 

 サンテグラースRプラス  ３１．９％ 

 ひまわり館吹上営業所  ２４．４％ 

 株式会社 栗原医療器械店 熊谷支店  ９．２％ 



 居宅介護⽀援（介護予防⽀援）契約 約款 
          （以下、「利⽤者」といいます。）と、合同会社ゼロポイントフィールド（以 
 下「事業者」といいます。）は、事業者が利⽤者に対して⾏う居宅介護⽀援（介護予防⽀援） 
 について、次のとおり契約します。 

 第１条（契約の⽬的） 
 事業者は、利⽤者の委託を受けて、利⽤者に対し介護保険法令の趣旨に従って、居宅サービス 
 計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の作成を⽀援し、指定居宅サービス等の提供が確保さ 
 れるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。 

 第２条（契約期間） 
 １ 本契約の期間は、   令和  年  ⽉  ⽇   から利⽤者の要介護認定の有効期間満了⽇ 
 とします。 
 ２ 利⽤者が前項の有効期間満了⽇において引き続いて要介護認定された時、有効期間満了⽇ 
 は、その更新認定による有効期間満了⽇とします。 

 第３条（介護⽀援専⾨員） 
 事業者は、介護保険法に定める介護⽀援専⾨員を利⽤者へのサービスの担当者として任命し、 
 その選定⼜は交代を⾏った場合は、利⽤者にその⽒名を書⾯にて通知します。 

 第４条（居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）作成の⽀援） 
 事業者は、次の各号に定める事項を介護⽀援専⾨員に担当させ、居宅サービス計画書（介護予 
 防サービス⽀援計画表）の作成を⽀援します。 
 ① 利⽤者の居宅を訪問し、利⽤者及び家族に⾯接をして情報収集し、解決すべき課題を把握 
 します。 
 ② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利⽤料等の情報を 
 適正に利⽤者及びその家族に提供し、サービスの選択を求めます。 
 ③ 提供されるサービスの⽬標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込 
 んだ居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の原案を作成します。 
 ④ 居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の原案に位置づけた指定居宅サービ 
 ス等について、介護給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利⽤料等につ 
 いて利⽤者及びその家族に説明し、利⽤者から書⾯による同意を受けます。 
 ⑤ その他、居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）作成に関する必要な⽀援を 
 ⾏います。 

 第５条（経過観察・再評価） 
 事業者は居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）作成後、次に定める事項を介護 
 ⽀援専⾨員に担当させます。 
 ① 利⽤者およびその家族と毎⽉連絡を取り、経過の把握に努めます。 
 ② 居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の⽬標に沿ってサービスが提供され 
 るよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を⾏います。 
 ③ 利⽤者の状態について定期的に再評価を⾏い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画書 
 （介護予防サービス⽀援計画表）変更の⽀援、要介護認定区分変更申請の⽀援等の必要な対応 
 をします。 

 第６条（施設⼊所への⽀援） 
 事業者は、利⽤者が介護保険施設等への⼊院または⼊所を希望した場合、利⽤者に介護保険施 
 設等の紹介、その他の⽀援をします。 

 第７条（居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の変更） 
 利⽤者が居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の変更を希望した場合、または 
 事業者が居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）の変更が必要と判断した場合 
 は、事業者と利⽤者双⽅の合意をもって居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表） 
 を変更します。 



 第８条（給付管理） 
 事業者は居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）作成後、その内容に基づき毎⽉ 
 給付管理票を作成し、埼⽟県国⺠健康保険団体連合会に提出します。 

 第９条（要介護認定の申請にかかる援助） 
 １ 事業者は、利⽤者が要介護認定の更新申請及び状態変化に伴う区分変更申請を円滑に⾏え 
 るよう利⽤者を援助します。 
 ２ 事業者は、利⽤者が希望する場合は、要介護認定の申請を利⽤者に代わって⾏うことがで 
 きます。 

 第１０条（サービスの提供の記録） 
 １ 事業者は、指定居宅介護⽀援（介護予防⽀援）の提供に関する記録を作成し、これを本契 
 約終了後、５年間保管します。 
 ２ 利⽤者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利⽤者に関する第１項のサービス 
 提供記録を閲覧できます。 
 ３ 利⽤者は、利⽤者に関する第１項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができ 
 ます。この場合、事業者は交付に要する実費を利⽤者に請求します。 
 ４ 第１２条第１項から第３項の規定により、利⽤者⼜は事業者が解約を書⾯で通知し、か 
 つ、利⽤者が希望した場合、事業者は直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書⾯ 
 を作成し、利⽤者に交付します。 

 第１１条（料⾦） 
 事業者が提供する居宅介護⽀援に対する料⾦規定は重要事項説明書のとおりです。 

 第１２条（契約の終了） 
 １ 利⽤者は、事業者に対して、書⾯で通知することにより、いつでも本契約を解約すること 
 ができます。 
 ２ 事業者は、やむを得ない事業がある場合、利⽤者に対して３０⽇間の予告期間をおいて理 
 由を⽰した書⾯で通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、事業者 
 は当該地域の他の指定居宅介護⽀援（介護予防⽀援）事業者に関する情報を利⽤者に提供しま 
 す。 
 ３ 事業者は利⽤者⼜はその家族が事業者や介護⽀援専⾨員に対して、この契約を継続し難い 
 ほどの背信⾏為を⾏った場合、書⾯で通知することにより、直ちにこの契約を解約することが 
 できます。 
 ４ 次の理由に該当した場合は、本契約は⾃動的に終了します。 

 ① 利⽤者が、介護保険施設等に⼊所した場合。 
 ② 利⽤者の要介護認定区分が、⾮該当（⾃⽴）と認定された場合。 
 ③ 利⽤者が、死亡若しくは被保険者の資格を喪失した場合。 

 第１３条（秘密保持） 
 １ 事業者及びその使⽤⼈は、サービスを提供する上で知り得た利⽤者及び家族に関する秘密 
 を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は本契約終了後も同様です。 
 ２ 事業者は、利⽤者及びその家族の個⼈情報について、利⽤者の居宅サービス計画⽴案のた 
 めのサービス担当者会議並びに介護⽀援専⾨員と指定居宅サービス事業所、⾏政機関、医療機 
 関等との連絡調整において必要な限り、利⽤者及びその家族の同意を得た上で、必要最⼩限の 
 範囲で使⽤します。 

 第１４条（虐待の防⽌） 
 事業者は、利⽤者等の⼈権の擁護・虐待の防⽌等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講 
 じます。 
 ① 虐待防⽌に関する責任者を選定します。 
       虐待防⽌に関する責任者   管理者 吉野 智紀（よしの とものり） 
 ② 成年後⾒制度の利⽤を⽀援します。 
 ③ 苦情解決体制を整備します。 
 ④ 従業員に対して、虐待防⽌を啓発・普及するための研修を実施します。 



 ⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者⼜は養護者（現に擁護している家族・親族・同居⼈ 
 等）による虐待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合は、速やかに、これを市区町村に通 
 報します。 

 第１５条（⾝体的拘束等の適正化） 
 事業者は、利⽤者⼜は他の利⽤者等の⽣命⼜は⾝体を保護するため、緊急やむを得ない場合を 
 除き、⾝体的拘束等を⾏ってはならないこととし、⾝体的拘束等を⾏う場合には、その対応及 
 び時間、その際の利⽤者の⼼⾝の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 第１６条（⾮常災害対策） 
 事業者は、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から⽕災・⾵⽔害・ 
 地震等の⾃然災害ならびに新型コロナウイルスなどの感染症に対処するための事業継続に向け 
 た計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）を定期的に実施します。 

 第１７条（賠償責任） 
 １ 事業者は、サービス提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由（故意⼜は重⼤な過失に限 
 る）により利⽤者の⽣命・⾝体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 
 ２ 前項の場合において、利⽤者に重⼤な過失が認められる場合は、利⽤者の⼼⾝の状況及び 
 事故の状況等を斟酌して賠償額を減ずることができるものとします。 
 ３ 利⽤者は、故意⼜は重⼤な過失によって事業所⼜はサービス事業者に損害を与えた場合 
 は、これにより⽣じた損害を賠償する責任を負います。 

 第１８条（免責） 
 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利⽤者に⽣じた損害について賠償責任を負 
 いません。 
 ① 利⽤者が、本契約時に、その⼼⾝の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告 
 げず、⼜は不実の告知をしたことに専ら起因して損害が発⽣した場合。 
 ② 利⽤者が、事業者のサービス提供に当たって⾏った必要事項に関する聴取⼜は確認等につ 
 いても前項の同様とします。 
 ③ 利⽤者の体調の急変等、事業者の提供したサービスを原因としない事由に専ら起因して損 
 害が発⽣した場合。 
 ④ 利⽤者が、事業者⼜はサービス従事者の指⽰に反して⾏った⾏為に専ら起因して損害が発 
 ⽣した場合。 

 第１９条（⾝分証携⾏義務） 
 介護⽀援専⾨員は、常に⾝分証を携⾏し、初回訪問時及び利⽤者や利⽤者の家族からの提⽰を 
 求められた時には、いつでも⾝分証を提⽰します。 

 第２０条（相談・苦情対応） 
 事業所は、利⽤者からの相談、苦情等に対応する窓⼝を設置し、⾃ら提供した居宅介護⽀援 
 （介護予防⽀援）または居宅サービス計画書（介護予防サービス⽀援計画表）に位置づけた指 
 定居宅サービス等に関する利⽤者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 第２１条（善管注意義務） 
 事業者は、利⽤者により委託された業務を⾏うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者 
 の注意をもって業務を遂⾏します。 

 第２２条（本契約に定めのない事項） 
 利⽤者及び事業者は、信義誠実をもって本契約を履⾏するものとします。本契約に定めのない 
 事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双⽅が誠意をもって協議 
 の上定めます。 

 第２３条（裁判管轄） 
 本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利⽤者と事業者は、法⼈住所地を管轄する裁判 
 所を第⼀審管轄裁判所とすることを予め合意します。 



 個⼈情報の取り扱いに関する使⽤同意 
 ケアプランニングぜろいちが⾏う事業の実施にあたり、必要がある時は、ご利⽤者及び家族様 
 の個⼈情報を居宅サービス事業者、介護保険施設、主治医、埼⽟県国保連、⾏⽥市その他必要 
 な範囲で関係するものに提⽰することに同意します。 

 使⽤⽬的 
  ・介護保険施設等への⼊所に伴う情報提供が必要な場合 
  ・事故発⽣時における関係機関への情報提供や報告が必要な場合 
  ・介護サービス計画費の請求を⾏う場合 
  ・⽣活保護法による介護扶助の申請、受給に必要なケアプランの写しを市⽣活保護課へ交付 
   する場合（転居等により居住地が変更なった場合は、その居住地の⽣活保護課に交付する 
   場合も含む） 
  ・⼝腔に関する問題や服薬状況について主治医や⻭科医師、薬剤師に必要な情報を伝える場 
   合 
  ・介護⽀援専⾨員実務研修における実習⽣の受け⼊れに使⽤する場合 

 個⼈情報を提供する事業所 
  ・地域包括⽀援センター 
  ・居宅介護⽀援事業者 
  ・居宅サービス事業者 
  ・介護保険施設  
  ・主治医 
  ・その他介護保険及び⾼齢者保健福祉サービスに係る関係者 

 個⼈情報の範囲 
  ・要介護（要⽀援）認定調査票 
  ・介護認定審査会資料 
  ・主治医意⾒書 
  ・基本チェックリスト 
  ・ご利⽤者様基本情報 
  ・介護予防サービス⽀援計画表 
  ・介護予防サービス⽀援評価表 
  ・総合事業サービス⽀援計画及び評価表などの内容及び結果に関するもの 

 使⽤する期間 
  ・サービスの提供を受けている期間 

 使⽤する条件 
  ・個⼈情報の利⽤については、必要最⼩限の範囲で使⽤するものとし、個⼈情報の提供に当 
   たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細⼼の注意を払う 
  ・個⼈情報を使⽤した会議、相⼿⽅、個⼈情報利⽤の内容等の経過を記録する 


